
(1)施設の基本情報(1)施設の基本情報(1)施設の基本情報(1)施設の基本情報

所在地（住所）

根拠条例 担当部署

設置年度 財産区分

施設カルテ施設カルテ施設カルテ施設カルテ

施設番号 S01444 施設名称 豊田小学校（豊田小学校（嬉野）校舎)

松阪市嬉野川北町1338番地2

写真
（主たる施設の全景の写真を添付してください）

地図（縮尺はＦＲＥＥ）

松阪市立学校設置条例 教育委員会事務局　教育総務課

昭和53年度 12 公共用財産

設置目的
（施設整備を行った経緯と整備
が必要であった理由）

小学校については学校教育法第29条において『心身の発達に応じて、義務教育として
行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的』とされ、同法第38条におい
て『市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなけ
ればならない』と規定。
なお、学校の沿革については明治8年の新屋荘学校、明治9年の須賀学校を起源に、
その後幾度の統合・改称を経て、現在に至る。

学校教育法等に基づき文部科学省が定める学習指導要領に則した教育過程を編成、

(2)建物の概要(2)建物の概要(2)建物の概要(2)建物の概要

設置形態 用途地域等

駐車場（収容台数）

敷地面積 借受期間・賃料等

所有者

用途 構造・階数

建築年月 建物取得費（全体）

延床面積 耐震診断（実施年）

耐震補強（実施年） 所有者

対象建物

施工内容

費用

施設の設置目的に沿った
運営状況

学校教育法等に基づき文部科学省が定める学習指導要領に則した教育過程を編成、
実施している。各学校では、この学習指導要領や年間の標準授業時数等を踏まえ、
地域や学校の実態に応じた教育を行っている。

単　独 市街化調整区域

不要

28台

土
地

13,017㎡ 3年更新、956,000円/年額、
面積1337.11㎡

市及び個人

市

平成　　年度

主
た
る
建
物
１

建物名称 豊田小学校（嬉野）校舎

校舎
鉄筋コンクリート・地上3階・地
下0階

昭和54年 2月 1日 429,350,000円

1,995.00㎡ 平成16年

大規模改修等の履歴・計画
(300万以上）

平成7年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度

リスク・高機能化対応度

豊田小学校（体
育館）

平成7年外壁塗
装

3,914,000円

リスク・高機能化対応度



(3)管理・運営の概要(3)管理・運営の概要(3)管理・運営の概要(3)管理・運営の概要

(4)管理・運営に係る経費(4)管理・運営に係る経費(4)管理・運営に係る経費(4)管理・運営に係る経費 （単位：円）

年　　　月　　　日

業務内容

利用時間 松阪市学校の管理に関する
規則による

休所（館）日 松阪市学校の管理に関する規
則第4条による

運営形態 直営 管理・運営者名 松阪市

人 労務員 1.00 人

委託期間（指定管理の場合） 自 年　　　月　　　日 至

光熱水費 2,905,030 指定管理委託料

保守点検委託料 2,150,497 その他の経費

合計 1.00 人

施設の維持管理に係る経費施設の維持管理に係る経費施設の維持管理に係る経費施設の維持管理に係る経費 施設の運営・事業に係る経費（指定管理の場合）施設の運営・事業に係る経費（指定管理の場合）施設の運営・事業に係る経費（指定管理の場合）施設の運営・事業に係る経費（指定管理の場合）

維持管理経費維持管理経費維持管理経費維持管理経費 10,470,341 運営・事業等経費運営・事業等経費運営・事業等経費運営・事業等経費

再任用職員 人 非常勤職員 人正規職員

その他の経費 2,769,500

人件費人件費人件費人件費 6,646,000

賃借料 1,972,824

修繕費 672,490

①小計 17,116,341 ②小計

④合計（①＋②）－③ 17,047,841円

職員　等 6,646,000

非常勤職員

市民一人あたりのコスト 100.87円

補助金等収入 その他収入

(5)施設の利用状況(5)施設の利用状況(5)施設の利用状況(5)施設の利用状況

(6)関連情報(6)関連情報(6)関連情報(6)関連情報

(7)その他(7)その他(7)その他(7)その他

68,500円

内     容 単位
実績数

H23 H24 H25

財　　　源財　　　源財　　　源財　　　源
補助金等収入 その他収入

使用料等収入 68,500円 ③年間収入合計

児童数 人 139 141 125

管理・運営上の問題点 別紙のとおり

廃止、統合、転用等における法
律上の制約又は特殊な経過に
よる配慮すべき事項

別紙のとおり

特記事項
今後の施設のあり方について【現状維持】が望ましいと考えます。
運動場の一部が借地となっているため、早期対応が必要である。
避難所指定の有無　【有】

類似施設 近隣施設

避難所指定の有無　【有】



各棟の状況各棟の状況各棟の状況各棟の状況

S01445

S01446

S01447

S02004

S02005

S02006

S02007

S02008

S02042

建築年月日建築年月日建築年月日建築年月日 取得費取得費取得費取得費
（単位・円）（単位・円）（単位・円）（単位・円）

耐震耐震耐震耐震

診断診断診断診断 補強補強補強補強

施施施施
設設設設

番番番番
号号号号

施施施施
設設設設

区区区区
分分分分

建物名称建物名称建物名称建物名称 用途用途用途用途 構造構造構造構造 床面積床面積床面積床面積

7,130,000 不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）体育館 体育館
鉄筋コンクリート・
地上2階・地下0階 958.62㎡ 昭和57年10月30日 213,200,000

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）倉庫① 倉庫
鉄骨（４ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 49.50㎡ 平成 3年 2月25日

不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）更衣室 脱衣室
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 27.00㎡ 平成 6年10月 1日 8,920,000 不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）物置 物置
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 19.44㎡ 昭和63年 1月 1日 不明 不要 不要

不明 不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）便所② 便所
鉄筋コンクリート・
地上1階・地下0階 3.80㎡ 昭和63年12月 1日 不明

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）便所① 便所
鉄筋コンクリート・
地上1階・地下0階 6.64㎡ 平成 3年 1月 1日

不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）管理棟 機械室
鉄筋コンクリート・
地上1階・地下0階 95.00㎡ 平成 4年 9月 1日 不明 不要 不要

豊田小学校 豊田小学校（嬉野）廊下 廊下
鉄筋コンクリート・
地上1階・地下0階 78.54㎡ 昭和54年 2月 1日 不明 実施済 不要

72,585,450 不要 不要

・地上階・地下階

豊田小学校
豊田小学校（嬉野）校舎（家庭
科・パソコン室）

校舎
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 248.00㎡ 平成19年10月17日

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階

・地上階・地下階



（７）その他（７）その他（７）その他（７）その他 別紙

管理・運営上の問題点

・平成26年4月１日現在において市内の小学校40校（内、休校4校）のうち、校舎・体育館等の主
　要建物が建設から50年以上経過している学校が幸小学校、粥見小学校、第一小学校、柿野小
　学校の4校あり、40年以上50年未満経過している学校が7校、30年以上40年未満経過している
　学校が22校あります（ただし、休校の学校は除く。また棟（本館、新館等）により建築年数が異な
　ることから上記の校数において一部重複あり）。施設の老朽化が著しい学校もあり、今後、計画
　的な建替え・施設の長寿命化を目的とした大規模な改修が喫緊の課題となっています。
・全体的にみれば少子化の影響による児童数の減少が続いており、集団における教育が困難と
　なることも予想されます。
・また施設の維持管理だけではなく、近年の夏場の猛暑など過去にはなかった気温変化が起
　こっており、学習環境の改善や児童等の健康面からの対応ということでは空調機器の導入など
　新たな施設整備も今後も必要になってくると考えます。
・先の東日本大震災を受けて学校施設は教育を行う場所だけでなく、地域の防災拠点（応急避
　難場所）として、必要な諸機能の整備も求められています。児童等の安全確保はもとより、大規
　模災害時における避難場所として、学校施設のバリアフリー化、非常用電源設備、備蓄倉庫の
　整備等、防災部局との連携が必要となっています。
・限られた予算なかで最大限の有効な整備・活用できるよう、地域・PTA・行政が一体となって管
　理運営していく必要が益々高まっていると考えます。

廃止、統合、転用等における法律上の制約又は特殊な経過による配慮すべき事項

・小学校の統廃合についての法律上の制約は多くはありませんが、教育基本法第38条における
　設置義務があり、統廃合にあたって配慮すべき事項として以下の項目が挙げられます。
・教育面では児童の通学距離及び時間、またその方法に課題があること。
・地域との関わりにおいては小学校区の多くが地域コミュニティの単位となっていること、小学校
　への愛着、社会体育など放課後・夜間においても利用されるなど地域と非常に深い係わり合い
　があること。
・教育面だけではなく避難所など防災面での役割を担っていること。
・法律上の制約としては学校施設の整備は国庫補助の対象であり、廃止統合するにあたっては
　　『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の対象となること。


